
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
三

山
梨
県
公
報

第
二
百
二
号

令
和
三
年

六
月
二
十
八
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
の
認
定	

三
二
三

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出	

三
二
三

○
公
共
測
量
の
実
施	

三
二
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

三
二
四

○
条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権

　

を
有
す
る
者
の
一
定
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
二
五

○
県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解

　

職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数　
　
　
　
　
　
　
　

	

三
二
六

○
県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数	

三
二
六

監
査
委
員

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況	

三
二
六

そ

の

他

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
（
二
件
）	
三
四
六

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
診
療
所
を
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

救
急
診
療
所
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

青
沼
整
形
外
科

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
千
六
百
十
一
番
地
一

二　

認
定
期
限　

令
和
六
年
六
月
一
日

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

伊
藤
光
博

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
二
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
山
梨
正
徳
寺
店

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
山
梨
市
正
徳
寺
字
若
宮
千
二
百
八
十
七
番
一
外

2　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

代
表
取
締
役　

八
幡
政
浩

北
海
道
札
幌
市
東
区
北
二
十
四
条
東
二
十
丁
目
一
番

二
十
一
号

3　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日　

令
和
四
年
二
月
十
七
日

4　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計　

千
百
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル

名
称

所
在
地

青
沼
整
形
外
科

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
千
六
百
十
一
番
地
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
二
四

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
同
時
調
整
、
簡
易
水
準
測
量
、
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

二　

測
量
の
地
域　

昭
和
町

三　

測
量
の
期
間　

令
和
三
年
六
月
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十

九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

5　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

四
十
四
台

㈡　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

十
台

㈢　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

面
積　

二
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

容
量　

十
二
立
方
メ
ー
ト
ル

6　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

⑴　

開
店
時
刻　

午
前
九
時

⑵　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時
四
十
五
分

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま

で
㈢　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

⑴　

数　

二
箇
所

⑵　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

㈣　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
六
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で

三　

届
出
年
月
日　

令
和
三
年
六
月
十
六
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
二
十
八
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
二
五

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

自
由
民
主
党
21
世
紀
明
る
い
社

会
を
つ
く
る
会
山
梨
支
部

望

月

光

裕

田

中

哲

也

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
一
三
〇
〇

－

三

令
和
三
年
五
月

十
二
日

令
和
三
年
五
月

十
九
日

旧

柏

原

由

和

望

月

光

裕

甲
府
市
国
母
四
丁
目
一
〇

－

二
四

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
と
き
わ
会

支
部

加

藤

明

人

甲
斐
市
竜
王
三
一
八
八

－

三

令
和
三
年
五
月

十
七
日

令
和
三
年
五
月

三
十
一
日

旧

小

俣

一

男

大
月
市
大
月
町
花
咲
一
一
三
七

－

一
四

新

山
梨
県
中
小
企
業
政
治
連
盟

栗

山

直

樹

甲
府
市
上
今
井
町
一
四
七
〇

－

一
六

令
和
三
年
五
月

二
十
日

令
和
三
年
六
月

三
日

旧

滝

田

雅

彦

甲
府
市
飯
田
二
丁
目
二

－

一　

中
小
企
業
会
館
四
階

新

憂
国
新
報
社

大

久

保

明

令
和
三
年
六
月

七
日

令
和
三
年
六
月

八
日

旧

山
憂
連
合
憂
国
新
報
社

志

村

喜

一

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
歯
科
医
師

支
部

諸
角
三
千
夫

令
和
三
年
六
月

十
四
日

令
和
三
年
六
月

十
五
日

旧

内

藤

敏

雄

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

税
理
士
に
よ
る
宮
川
典
子
後
援
会

末

木

好

臣

本

田

賢

二

甲
府
市
中
央
二
丁
目
一
一

－

二
三　

山
梨
県
税
理
士
会
館

内

令
和
三
年
五
月
三

十
一
日

令
和
三
年
六
月
一

日

新
樹
会

北

条

育

男

高

相
　

剛

甲
府
市
大
手
三
丁
目
四

－

四
五

令
和
二
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
三
年
六
月
十

四
日

新
樹
ク
ラ
ブ

臼

井

成

夫

小

松

正

彦

甲
府
市
大
手
三
丁
目
四

－

四
五

令
和
二
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
三
年
六
月
十

四
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

　

資
金
管
理
団
体
で
な
く

　

な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

臼

井

成

夫

県
議
会
議
員

新
樹
ク
ラ
ブ

甲
府
市
大
手
三
丁
目
四

－

四
五

臼

井

成

夫

令
和
二
年
十
二
月
三
十
一

日

令
和
三
年
六
月

十
四
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
二
六

甲
府
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
一
、
七
六
〇

富
士
吉
田
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
六
〇
八

都
留
市
・
西
桂
町　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
六
二
〇

山
梨
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
七
四
三

大
月
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
、
八
六
五

韮
崎
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
一
五
三

南
ア
ル
プ
ス
市　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
七
〇
四

北
杜
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
四
四
三

甲
斐
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
、
七
六
一

笛
吹
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
二
二
九

上
野
原
市
・
北
都
留
郡　
　
　
　
　
　

六
、
九
八
三

甲
州
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
八
三
三

中
央
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
、
二
二
七

監 

査 

委 

員

山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
監

査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
監
査
委
員　
　

中　

澤　
　

和　

樹

同　
　
　
　
　
　
　
　

小　

泉　
　

久　

司

同　
　
　
　
　
　
　
　

久
保
田　
　

松　

幸

同　
　
　
　
　
　
　
　

早　

川　
　
　
　

浩

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

一
三
、
七
八
一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合

算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

一
八
一
、
五
○
三

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

選
挙
区
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
分
の
一
の
数

西
八
代
郡
・
南
巨
摩
郡　
　
　
　
　

一
四
、
四
七
七

中
巨
摩
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
三
七
〇

南
都
留
郡　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
九
〇
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
二
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
二
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
二
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
二
号
　
　
令
和
三
年
六
月
二
十
八
日

三
三
〇




